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一
及
び
二
に
つ
い
て 

平
成
元
年
度
か
ら
平
成
六
年
度
ま
で
の
消
費
税
の
新
規
発
生
滞
納
額
、
整
理
額
（
納
税
の
請
求
、
滞
納
処
分
等
を
通
じ
た

滞
納
額
の
回
収
及
び
減
額
更
正
等
に
よ
る
滞
納
額
の
消
滅
に
係
る
金
額
）
及
び
年
度
末
に
お
け
る
滞
納
額
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。 

（
年 

度
） 

 
 

 

（
新
規
発
生
滞
納
額
） 

 
 

 
 

 
 

（
整
理
額
） 

 
 

 
 

 
 

（
年
度
末
の
滞
納
額
） 

ま
た
、
平
成
六
年
度
末
ま
で
の
消
費
税
の
整
理
額
の
累
計
額
は
、
一
兆
三
千
七
百
九
十
一
億
円
で
あ
り
、
滞
納
発
生
額
の 

平
成
六
年
度 

 
 

 

四
千
三
百
六
十
九
億
円 

 
 

 
 

三
千
七
百
六
十
二
億
円 

 
 

 
 

三
千
三
百
五
十
九
億
円 

平
成
五
年
度 

 
 

 

四
千
五
百
九
十
七
億
円 

 
 

 
 

三
千
六
百
四
十
九
億
円 

 
 

 
 

二
千
七
百
五
十
二
億
円 

平
成
四
年
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三
千
八
百
九
十
一
億
円 

 
 

 
 

 
 

三
千
七
十
六
億
円 

 
 

 
 

 
 

 

千
八
百
四
億
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平
成
三
年
度 

 
 

 

二
千
二
百
七
十
五
億
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千
八
百
三
十
四
億
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九
百
八
十
九
億
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平
成
二
年
度 
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三
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五
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三 

 



 

3 

事
業
者
免
税
点
制
度
に
つ
い
て
は
、
免
税
事
業
者
が
消
費
課
税
に
伴
い
消
費
税
分
と
し
て
仕
入
価
格
の
上
昇
分
を
上
回

る
価
格
の
引
上
げ
を
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
い
わ
ゆ
る
「
益
税
」
が
発
生
す
る
。 

2 

簡
易
課
税
制
度
に
つ
い
て
は
、
み
な
し
仕
入
率
が
実
態
を
上
回
っ
て
乖か

い

離
し
て
い
る
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
益
税
」 

が
発
生
す
る
。 

1 

限
界
控
除
制
度
に
つ
い
て
は
、
本
来
納
付
す
べ
き
税
額
の
一
部
を
事
業
者
の
手
元
に
残
す
よ
う
な
仕
組
み
と
な
っ
て
お

り
、
本
制
度
に
よ
る
控
除
額
が
い
わ
ゆ
る
「
益
税
」
と
な
っ
て
い
る
。 

今
後
の
消
費
税
滞
納
額
の
回
収
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
時
期
及
び
金
額
の
確
た
る
予
測
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る 

が
、
今
後
と
も
早
期
の
回
収
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

累
計
額
の
約
八
割
に
達
し
て
い
る
。 

い
わ
ゆ
る
「
益
税
」
に
つ
い
て
は
、
税
制
調
査
会
の
「
税
制
改
革
に
つ
い
て
の
答
申
」
（
平
成
六
年
六
月
）
に
お
い
て
、

中
小
事
業
者
に
対
す
る
特
例
措
置
に
よ
り
、
買
手
が
支
払
っ
た
消
費
税
額
で
事
業
者
の
手
元
に
残
る
も
の
を
い
わ
ゆ
る
「
益

税
」
と
と
ら
え
、
各
特
例
措
置
と
い
わ
ゆ
る
「
益
税
」
の
発
生
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。 

な
お
、
平
成
七
年
度
分
に
つ
い
て
は
、
現
在
計
数
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四 

 



 

3 

事
業
者
免
税
点
制
度
に
つ
い
て
は
、
資
本
金
一
千
万
円
以
上
の
新
設
法
人
に
対
し
て
制
度
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ

れ
、
い
わ
ゆ
る
「
益
税
」
の
解
消
に
資
す
る
改
正
が
行
わ
れ
た
。
な
お
、
免
税
点
の
水
準
自
体
は
維
持
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
が
、
免
税
事
業
者
に
対
し
て
は
、
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
相
当
額
を
上
回
る
価
格
引
上
げ
を
行
わ
な
い
よ
う
、
今

後
と
も
適
正
な
転
嫁
に
つ
い
て
の
広
報
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

2 

簡
易
課
税
制
度
に
つ
い
て
は
、
適
用
上
限
の
引
下
げ
及
び
み
な
し
仕
入
率
の
実
態
に
即
し
た
改
正
が
行
わ
れ
て
お
り
、 

1 

限
界
控
除
制
度
に
つ
い
て
は
、
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
益
税
」
は
完
全
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な 

る
。 

中
小
事
業
者
に
対
す
る
特
例
措
置
は
、
中
小
事
業
者
の
納
税
事
務
負
担
等
に
配
慮
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
制

度
の
公
平
性
を
よ
り
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
平
成
六
年
秋
の
税
制
改
革
及
び
平
成
八
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
大
幅
な
縮
減

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
縮
減
措
置
と
い
わ
ゆ
る
「
益
税
」
の
発
生
と
の
関
係
を
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
益
税
」
に
つ
い
て
は
、
価
格
転
嫁
の
程
度
等
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
各

事
業
者
の
転
嫁
の
程
度
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
額
を
合
理
的
に
試
算
す
る
こ
と
は
困 

い
わ
ゆ
る
「
益
税
」
は
大
幅
な
解
消
が
見
込
ま
れ
る
。 

五 

 



 

 

六 

難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
平
成
六
年
秋
の
税
制
改
革
及
び
平
成
八
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
中
小
事
業
者
に
対
す
る
特
例
措
置

が
大
幅
に
縮
減
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
免
税
事
業
者
に
対
す
る
適
正
な
転
嫁
に
つ
い
て
の
広
報
等
に
よ
り
、
消
費
税
と
価
格

の
関
係
に
つ
い
て
正
し
い
認
識
が
事
業
者
の
間
に
浸
透
し
、
適
切
な
対
応
が
な
さ
れ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
益
税
」
は
ほ
と
ん

ど
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 


